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全日本吹奏楽コンクール岩手県大会

実 施 規 定

第１章 総 則
第１条 この大会は「全日本吹奏楽コンクール岩手県大

会」という。
第２条 全日本吹奏楽コンクール岩手県大会（以下、県

大会）は、各地区予選で選出された吹奏楽団体
が参加して毎年実施する。

第３条 岩手県吹奏楽連盟評議員会（以下、評議員会）
は毎年３月末日までに、次年度の県大会につい
て実施場所・日時などの必要事項を決定する。

第４条 選出母体となる地区は次のとおりとする。
① 県北地区（久慈・県北支部）
② 盛岡地区（盛岡支部）
③ 中央地区（花巻・北上支部）
④ 県南地区（奥州・一関支部）
⑤ 沿岸地区（宮古・釜石気仙支部）

第２章 実施部門および参加人員
第５条 実施部門は次のとおりとし、参加団体は所属す

る部門に参加するものとする。
① 小学校の部 ② 中学校の部
③ 高等学校の部 ④ 大学の部
⑤ 職場・一般の部
⑥ 中学校小編成の部 ⑦ 高等学校小編成の部
ただし参加団体が複数の部門に重複して出場す
ることは認めない。

第６条 各部門の参加人員は次のとおりとする。
① 小学校の部 ---- 自 由
② 中学校の部 ---- ５０名以内
③ 高等学校の部 ---- ５５名以内
④ 大学の部 ---- ５５名以内
⑤ 職場・一般の部 ---- ６５名以内
⑥ 中学校小編成の部 ---- ２５名以内
⑦ 高等学校小編成の部 ---- ３０名以内
指揮者はこの人員に含まれない。また、地区予
選の申込み人員を超えることはできない。ただ
し、小学校の部で正当な事由があると県吹連事
務局が判断した場合に限り、地区予選申込み人
員を超える人員の参加を認める。

２ 参加申込み書に記載した人員を超過した場合は
失格とし、審査の対象としない。

第３章 資 格
第７条 参加資格は、岩手県吹奏楽連盟（以下、県吹

連）に登録された団体で次のとおりとする。
① 小学校の部

構成メンバーは同一小学校に在籍している
児童とする。

② 中学校の部、中学校小編成の部
構成メンバーは同一中学校に在籍している
生徒とする。（同一経営の学園内小学校児
童の参加は認める。）ただし、小編成の部
への参加は前年度１・２年生の部員が２０
名以内の団体、もしくは県吹連に認められ
た団体とする。なお、同一支部内の複数の
中学校に在籍している生徒の合同を認める。

③ 高等学校の部、高等学校小編成の部
構成メンバーは同一高等学校に在籍してい
る生徒とする。（同一経営の学園内小学校
児童・中学校生徒の参加は認める。）ただ
し、小編成の部への参加は前年度１・２年
生の部員が２５名以内の団体、もしくは県
吹連に認められた団体とする。なお、同一

支部内の複数の高等学校に在籍している生
徒の合同、あるいは、同一支部内の中学校
と高等学校に在籍している生徒の合同を認
める。

④ 大学の部
構成メンバーは同一の大学に在籍している
学生とする。

⑤ 職場・一般の部
（職場）
同一経営の会社、工場、事務所、官公庁
（それぞれグループ企業・団体も含む）な
どで経営者または組合などの認可を得て設
立されている団体であって、構成メンバー
はその勤務先に勤務しているものとする。
（一般）
団体構成メンバーは次の第８条に該当しな
い限り自由とする。ただし、職業演奏家の
参加は認めない。

第８条 同一奏者が、その年度内に二つ以上の団体に重
複して出場することは認めない。

２ 課題曲・自由曲は同一メンバーが演奏しなけれ
ばならない。ただし楽器の持ち替えは認める。

第９条 指揮者の資格については次のとおりとし、課題
曲・自由曲とも同一人が指揮するものとする。
① 小学校の部、中学校の部、高等学校の部、

中学校小編成の部、高等学校小編成の部、
当該学校の教職員・生徒、または、その学
校長の委嘱を受け常時その団体を指導して
いる者とする。

② 大学、職場・一般の部
制限しない。

２ 同一指揮者が同一部門の二つ以上の団体に重複
して指揮することは認めない。

第10条 参加団体の資格に疑義あるときは出場を停止ま
たは入賞を取り消すことができる。

第４章 演 奏
第11条 参加団体は、次の楽曲を演奏して審査を受ける

ものとする。
① 小学校の部 ---- 自由曲のみ
② 中学校の部、高等学校の部、大学の部、

職場・一般の部
---- 課題曲と自由曲１曲

③ 中学校小編成の部、高等学校小編成の部
---- 自由曲のみ１曲

第12条 課題曲は全日本吹奏楽連盟で決定されたその年
度のものを用いる。

第13条 課題曲はスコアに指定された編成を尊重するこ
と。

２ 自由曲の編成は木管楽器・金管楽器・打楽器
（擬音楽器を含む）とする。ただしコントラバ
ス・ピアノ・チェレスタ・ハープの使用は認め
る。

３ 自由曲中のスキャット（声）は認める。
第14条 演奏する楽曲は地区予選に用いたものとする。
第15条 著作権の存在する楽曲を編曲して自由曲とする

場合は、事前に著作権者から編曲の許諾を受け
ねばならない。この許諾を受けないでコンクー
ルに出場することは認めない。

第16条 演奏時間は次のとおりとする。
① 小学校の部、中学校小編成の部、高等学校

小編成の部 ---- 自由曲の演奏
開始から終了まで７分以内

② 中学校の部、高等学校の部、大学の部、
職場・一般の部 ---- 課題曲の演奏開始
から自由曲の終了まで１２分以内
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第17条 演奏時間が超過した場合は審査の対象としない。
２ 演奏規定に違反する事項が確認されたときは、

入賞を取り消す。
第18条 部門順序と出演順序はその年度の評議員会にお

いて決定する。

第５章 審査・表彰、県代表
第19条 県大会の審査員は評議員会で選出し、会長がこ

れを委嘱する。審査員の数は原則として７名と
する。

２ 審査方法は評議員会の定める審査内規による。
第20条 表彰は各部門ごとに金賞・銀賞・銅賞のいずれ

かを贈る。また、全日本吹奏楽コンクール東北
大会に推薦された団体に副賞としてトロフィー
を贈る。

第21条 金賞受賞団体の中から次の数の団体を全日本吹
奏楽コンクール東北大会（以下、東北大会）に
推薦する。
① 小学校の部 ---- ３
② 中学校の部、高等学校の部 ---- 各４
③ 中学校小編成の部、高等学校小編成の部

---- 各２
④ 大学の部 ---- １
⑤ 職場・一般の部 ---- ２
ただし、中学校の部、高等学校の部、中学校小
編成の部、高等学校小編成の部において複数の
団体の合同で出場している場合は推薦の対象と
しない。

２ 前年度全日本吹奏楽コンクールで金賞を受賞し
た団体は、１項とは別に東北大会に推薦する。

３ 東北大会の出演順は、推薦された代表団体責任
者による「完全抽選」で決定する。

第６章 地区代表
第22条 県大会に各地区より参加できる団体数（以下、

地区代表数）の合計は、概ね次の数とする。
① 小学校の部 ---- １４
② 中学校の部- ---- ２４
③ 高等学校の部 ---- ２０
④ 大学の部 ---- ４
⑤ 職場・一般の部、 ---- ８
⑥ 高等学校小編成の部 ---- １２
⑦ 中学校小編成の部 ---- ２０

２ 前年度の東北大会中学校、高等学校、大学、職
場・一般の部において金賞を受賞した団体は、
１項によらず地区大会の演奏を経て県大会に参
加できる。ただし、当該団体は地区大会参加団
体数には含めない。

３ 地区代表数は部門別に地区大会参加団体数に定
数を乗じて算出（小数点以下四捨五入。ただし、
１に満たない場合は１とする）して定めるもの
とし、その代表数は評議員会で決定する。

４ 地区代表数確定のため、各主管支部事務局は県
大会前期日程開催七週間以前に地区予選の申込
みを完了し、部門別の参加団体数を速やかに県
吹連事務局に報告する。

５ 評議員会で決定した各地区ごと県大会出演順は、
地区代表団体責任者による「完全抽選」で決定
する。

第23条 地区予選は県大会前期日程開催日の三週間以前
に実施する。各地区予選主管支部は、予選終了
後速やかに地区代表団体を県吹連事務局および
大会主管支部事務局に報告する。

第24条 県大会出場に要する費用については参加団体の
負担とする。

第７章 そ の 他
第25条 県大会実施にあたって評議員会が必要と認めた

場合は、共催または後援団体を持つことができ
る。また、賞状・賞品の贈与を受けることがで
きる。

第26条 県大会実行委員会は県吹連役員と主管支部の役
員で構成する。また、近隣支部の役員を加える
ことができる。

第27条 その他開催上の細目については実行委員会が定
める。

第28条 この規定は評議員会の議により改定することが
できる。

第８章 付 則
本規定は、平成９年２月21日より施行する。
本規定は、平成10年４月21日より施行する。
本規定は、平成11年４月16日より施行する。
本規定は、平成12年４月１日より施行する。
本規定は、平成14年５月11日より施行する。
本規定は、平成15年２月15日より施行する。
本規定は、平成15年11月15日より施行する。
本規定は、平成16年２月14日より施行する。
本規定は、平成17年４月16日より施行する。
本規定は 平成18年２月25日より施行する。
本規定は、平成18年４月15日より施行する。
本規定は、平成19年２月16日より施行する。
本規定は、平成19年５月12日より施行する。
本規定は、平成21年４月18日より施行する。
本規定は、平成22年２月27日より施行する。
本規定は、平成26年４月29日より施行する。
本規定は、平成27年４月29日より施行する。
本規定は、平成28年５月 7日より施行する。
本規定は、平成29年５月 3日より施行する。
本規定は、平成31年４月28日より施行する。

※当面の間、各部門の地区予選参加団体数の合計が、
第22条に規定されている数より2まで多い場合、当
該の部門の定数(掛け率)を100％とする。

※東北大会実施規定により、前年度までに東日本学
校吹奏楽大会に3年連続出場した団体が、県大会で
の審査を経て東北大会に推薦された場合、当該団
体は第21条に定める団体数には含まれない。

※ステージへの台や反射板の持ち込みは禁止です。
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審 査 内 規

第１条 この審査内規は、吹奏楽コンクール岩手県大会
実施規定第１９条に基づき、審査方法と賞の決
定、代表の決定方法について定めるものである。

第２条 審査員は(金)、Ｂ(銀)、Ｃ(銅)の３段階で評価
する。なお、課題曲と自由曲の審査は均等に行
い、それらの結果は統合して評価する。

２ 審査員は審査説明会で示したＡ、Ｂ、Ｃの数を
厳守し、審査を行う。Ａ、Ｂ、Ｃの数は、その
年度の評議員会で定める。

３ 審査員はＡ評価のうち代表数＋１の団体を代表
候補団体として選出し、その団体のＡ評価をⒶ
と標示する。ただし、代表候補団体の数は２項
のＡ評価の数を越えないものとする。

第３条 審査員の過半数がＡ評価の場合は金賞、過半数
がＣ評価の場合は銅賞、それ以外を銀賞とする。

２ 不測の事態により審査員が偶数になった場合、
審査員の半数以上がＡ評価の場合は金賞、半数
以上がＣ評価の場合は銅賞、それ以外の場合は
銀賞とする。ただし、Ａ評価とＢ評価、Ａ評価
とＣ評価、Ｂ評価とＣ評価のそれぞれが半数と
なった場合は銀賞とする。

第４条 Ⓐが過半数の団体のうち、その数が多い団体か
ら選出し、同数の場合はＡ評価の数が多い団体
から選出する。

２ １項で代表数を満たさない場合、Ⓐが次に多い
団体のうちＡ評価の数が多い団体から選出する。
ただし、Ａ評価の数は過半数とする。

３ ２項で代表数を満たさない場合、Ａ評価の多い
団体から選出する。

４ １項、２項または３項において、代表選出が困
難な場合は審査員の投票により選出する。

５ 不測の事態により審査員が偶数になった場合も、
１項から４項に基づいて選出する。

第５条 第３条、第４条に基づいて、大会会長が賞と代
表を承認、決定する

第６条 審査結果の処理は、大会会長から委嘱された３
名によって構成する判定委員会が行う。

第７条 審査一覧表は、参加団体に配布する。
第８条 この審査内規は、評議員会の議決により、改定

することができる
附則

この内規は、平成３０年 ２月 ４日より実施する。


